
原議保存期間 ５年(令和10年３月31日まで)

有 効 期 間 一種(令和10年３月31日まで)

庁 内 各 局 部 課 長 警察庁丁会発第363号

各 附 属 機 関 の 長 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

各 地 方 機 関 の 長 殿 警察庁長官官房会計課長

各都道府県警察の長

各 方 面 本 部 長

警察庁において一括調達し各部局に配布する物品の管理事務について（通達）

警察庁において一括調達し各部局に配布する物品の管理事務については 「警察庁に、

おいて一括調達し各部局に配布する物品の管理事務について（通達 （令和３年１月８）」

日付け警察庁丁会発第15号。以下「旧通達」という ）により実施しているところであ。

るが、この度の組織改正に伴い、様式の一部を改正したので、事務処理上遺漏のないよ

うにされたい。

なお、旧通達は廃止する。

記

１ 警察庁において一括調達する物品は、各部局が使用する目的で警察庁が一括調達

、 （ 「 」 。）し 警察庁の物品管理官である会計課理事官 以下 警察庁物品管理官 という

が管理するいとまのない通信機材、警察車両及び警察装備品等の物品である。

２ 警察庁物品管理官は、各部局の物品管理官及び分任物品管理官（以下「各部局の

物品管理官等」という ）の取得に関する職務を代行して、物品管理法第19条第１。

項の規定による物品の取得（各部局の物品管理官等に直接納入すること ）のため。

の必要な措置を警察庁の支出負担行為担当官である会計課理事官（以下「警察庁支

出負担行為担当官」という ）に請求する。。

３ 警察庁支出負担行為担当官は、前項の請求を受け契約をしたときは、該当する各

部局の物品管理官等に対し、物品管理法施行規則（以下「規則」という ）第18条。

の規定による通知を別紙様式⑴又は⑵により行う。

４ 前項の通知を受けた各部局の物品管理官等は、当該通知書をもって規則第18条の

規定による取得の手続を行うので、各自の部局で独自に調達をした時と同様の手続

をすること。取得に関する証拠書類は警察庁が保管する。

５ 第３項の通知書に記載された物品を領収したときは、別紙様式⑶又は⑷による領

収書を速やかに、かつ確実に返送すること。

（ 、 。）６ 管区警察局 四国警察支局 北海道警察本部及び北海道警察情報通信部を含む

において調達し、管区内の各部局の物品管理官等に配布する物品の管理事務につい

ては、前各号の規定に準じて行うことができる。

７ 管理体系は、別添体系図となるので参考とされたい。



体系図

警察庁物品管理官 警察庁
(1)他部局の物品管理官等

支出負担行為担当官
の代行として調達措置

の請求

（法19令24）

（規則18）
(2) 契約 (3) 調達措置

完了通知

業者 他部局の物品管理官等

(4) 納入
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警 察 庁 局 課 長

通
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者
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１． ･････････

Ⅰ ２． ･････････

Ⅱ (うち消費税 0円)

Ⅲ

数 量 数 量

数 量

0

（注）この様式は、通信用物品以外についての様式とする。

様式(2)

大分県 〃 

鳥取県 〃 

和歌山県 〃 

富山県 〃 

石川県 〃 

岐阜県 〃 

鹿児島県 〃 

沖縄県 〃 

計

福岡県 〃 

令和　　 年　　 月　　 日

令和　　 年　　 月　　 日

令和　　 年　　 月　　 日

記録者名

管 理 簿

供 用 簿

(出 納 簿)

記 録 年 月 日

（その他必要事項）

部 局 長 物品管理官

中央調達物品（調達完了）通知書

第   号

令和　年　月　日

宛

先

通

知

者

滋賀県 〃 

静岡県 〃 

分

類

品名及び規格

会 社 名

数 量

　　関係物品管理官　殿

　（参考　関係部、課長宛）

支 出 負 担 行 為 担 当 官

警察庁長官官房会計課理事官

警察庁　　局　　課長

単 価

納 期 令和　年　月　日

神奈川県本部

新潟県 〃 

山梨県 〃 

長野県 〃 

埼玉県 〃 

警　視　庁

茨城県本部

東北管区局

関東　 〃 　

愛知県 〃 

三重県 〃 

大阪府 〃 

兵庫県 〃 

奈良県 〃 

京都府 〃 

中国　 〃 　

関東　〃　

中部　〃　

近畿　〃　

中国　〃　

四国　〃　

九州　〃　

栃木県 〃 

福井県 〃 

四国　 〃 　

部 局 名

九州管区学校

北海道本部

函館方面本部

旭川　 〃 　

釧路　 〃 　

北見　 〃 　

北海道学校

東北管区学校

千葉県 〃 

青森県本部

岩手県 〃 

宮城県 〃 

秋田県 〃 

山形県 〃 

福島県 〃 

配 分 内 訳

部 局 名

警察大学校

科　警　研

皇宮警察本部

群馬県 〃 

部 局 名

中部　 〃 　

近畿　 〃 　

島根県本部

岡山県 〃 

数 量

宮崎県 〃 

広島県 〃 

山口県 〃 

徳島県 〃 

香川県 〃 

愛媛県 〃 

高知県 〃 

部 局 名

佐賀県 〃 

長崎県 〃 

熊本県 〃 



様式(3)

年 月 日

中 央 調 達 物 品 領 収 書

宛 物品管理官
領

第 号 収先
支出負担行為担当官

者 氏 名警察庁長官官房会計課理事官 殿

物品管理簿 物品管理簿 物品管理簿

記録年月日 記録年月日 記録年月日
品番 数量 品番 数量 品番 数量

（注）１．この様式は、通信用物品についての様式とする。

２．物品領収後は、通知書（様式１）毎に作成し、速やかに返送すること。

３．番号及び品番は、通知書（様式１）のとおり記載すること。

４．欄外の年月日は、返送日時を記入すること。



様式(4)

第 号

年 月 日

支出負担行為担当官

警察庁長官官房会計課理事官 殿

部局 物品管理官 氏 名

中 央 調 達 物 品 領 収 書

次のとおり物品を領収しました。

品 名 規 格 数 量 領収年月日

（注）１．この様式は、通信用物品以外についての様式とする。

２．物品領収後は、通知書（様式２）毎に作成し、通知書記載物品それぞれの領収

年月日を記入の上、速やかに返送すること。


